
まいらいふ月潟 ご利用料金について  

◎下記の表では、１か月を３０日間、１単位を１０ .１４円として計算。  

Ａ  介護保険サービス自己負担分   

※２ユニット以上のグループホーム １か月あたり料金 

要介護状態区分 １日あたり単位数 １割負担 ２割負担 ３割負担 

要支援 ２ ７４９単位 ２２，７８５円 ４５，５６９円 ６８，３５４円 

要介護 １ ７５３単位 ２２，９０７円 ４５，８１３円 ６８，７１９円 

要介護 ２ ７８８単位 ２３，９７１円 ４７，９４２円 ７１，９１３円 

要介護 ３ ８１２単位 ２４，７０１円 ４９，４０２円 ７４，１０３円 

要介護 ４ ８２８単位 ２５，１８８円 ５０，３７６円 ７５，５６４円 

要介護 ５ ８４５単位 ２５，７０５円 ５１，４１０円 ７７，１１５円 

注１） 負担割合は、市から交付される「介護保険負担割合証」をご確認下さい。 

注２） 上記料金に加え、下記の加算分をご負担頂きます。なお、算定する加算は、ホームの人員配置等    

の体制により、変動する場合があります。※カッコ内の金額は１割負担の場合 

（ア） サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ⇒１日あたり２２単位（１か月あたり６６９円） 

（イ） 医療連携体制加算（Ⅰ）ハ ⇒１日あたり３７単位（１か月あたり１，１２６円） 

（ウ） 科学的介護推進体制加算 ⇒１か月あたり４０単位(１か月あたり４１円) 

（エ） 栄養管理体制加算 ⇒1か月あたり３０単位(１か月あたり３１円) 

（オ） 認知症チームケア推進加算(Ⅰ) ⇒1月あたり１５０単位(１か月あたり１５２円) 

（カ） 若年性認知症利用者受入加算 ⇒１日あたり１２０単位（１か月あたり３，６５１円）※対象者のみ 

（キ） 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） ⇒加算を含む１か月の利用料総額の１８.６％ 

（ク） 入院時費用 ２４６単位／日 ※該当者のみ（１か月に６日が限度） 

（ケ） 退居時情報提供加算 ２５０単位／回 ※該当者のみ 

注３） 入居開始日から３０日間のみ『初期加算』⇒１日あたり３０単位（１か月あたり９１３円）を算定。 

Ｂ 基 本 諸 費 用 

内 訳 １か月あたり料金 備 考 

家 賃 ３８，０００円 月定額 

光熱水費 ２４，０００円 月定額 

食材料費 ３４，５００円 １日１，１５０円（おやつ代込） 

合計 ９６，５００円  

注４） 『家賃』と『光熱水費』は、月途中の入居及び退居の場合、日割り計算となります。 

注５） 居室持込み家電の内、小型の充電式のもの（携帯電話や電動髭剃りなど）の電気代は 1点につき 

月６００円、それ以外の家電（テレビや電気毛布など）の電気代は家電１点につき１日４０円です。 

注６） 理美容代・紙おむつ代・教養娯楽費等の個人的費用は実費となります。 
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Ａ＋Ｂ  合計月額 ※合計額に注２）注３）の加算分が加算されます。 

要介護状態区分 １割負担 ２割負担 ３割負担 

要支援 ２ １１９，２８５円 １４２，０６９円 １６４，８５４円 

要介護 １ １１９，４０７円 １４２，３１３円 １６５，２１９円 

要介護 ２ １２０，４７１円 １４４，４４２円 １６８，４１３円 

要介護 ３ １２１，２０１円 １４５，９０２円 １７０，６０３円 

要介護 ４ １２１，６８８円 １４６，８７６円 １７２，０６４円 

要介護 ５ １２２，２０５円 １４７，９１０円 １７３，６１５円 

 


